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台風等に対する非常措置について

本校では、台風等により京都市（「京都南部」 または「京都・亀岡」地域と報道される

場合があります）に｢暴風警報｣又は ｢特別警報」が発令された場合は下記の措置をとります。

１ ．暴風警報について

１ ．午前７時現在｢暴風警報｣が発令中の場合は自宅待機。

２．午前９時までに解除になった場合は第３校時（午前１０時４ ５分 ）より授業開始。

３．午前１１時までに解除になった場合は第５校時（午後１時１５分 ）より授業開始。

４．午前１１時現在｢暴風警報｣が発令中の場合は臨時休業。

２ ．特別警報について

１ ． 「特別警報」が発令中は臨時休業。

２ ． 「特別警報 」が解除された場合は，解除された次の日の第５校時 (午後 １時 １ ５分 ）

より授業開始。

※在校中に｢暴風警報」または「特別警報」が発令された場合は，下校の安全が確保され

るまで，原則として生徒は学校に留め置きとします。

※「京都市」地域には出ていなくても，居住地域に ｢暴風警報 ｣または ｢特別警報」が出て

いる場合は自宅待機とします。「出席停止」の扱いとなります。

■休日の部活動に関しての台風等に対する非常措置
１．暴風警報について

１．午前７時現在｢暴風警報｣が発令中の場合は、自宅待機。

２．午前９時までに解除になった場合は、午前１０時半以降活動できる。

３．午前１１時までに解除になった場合は、午後零時半以降活動できる。

４．午前１１時現在｢暴風警報｣が発令中の場合は、全日活動禁止。

２．特別警報について

「特別警報」が発令中は、全日活動禁止。


